
「債務等処理法」等一部改正法案「債務等処理法」等一部改正法案 概要概要

～ 特例業務勘定における利益剰余金の新幹線鉄道の建設等への活用 ～

特例業務勘定特例業務勘定
（27条1項）

積立金積立金積立金

利益剰余金利益剰余金 建設勘定
（機構法17条1項1号）

建設勘定建設勘定
（機構法17条1項1号）

助成勘定
（機構法17条1項4号）

助成勘定助成勘定
（機構法17条1項4号）

繰入れ
（27条4項）

新幹線鉄道の建設
（機構法12条1項1号）

新幹線鉄道の建設新幹線鉄道の建設
（機構法12条1項1号）

並行在来線に係る
鉄道事業者に対する

補助金の交付
（機構法附則11条1項4号の2）

並行在来線に係る並行在来線に係る
鉄道事業者に対する鉄道事業者に対する

補助金の交付補助金の交付
（機構法附則11条1項4号の2）

従前の従前の
特例業務特例業務

13条1項
・3項

新たな特例業務
（13条2項）

① ＪＲ三島に対する
経営安定基金に充てる
ための資金の拠出

② ＪＲ貨物に対する
補助金の交付

新たな特例業務新たな特例業務
（13条2項）

① ＪＲ三島に対する
経営安定基金に充てる
ための資金の拠出

② ＪＲ貨物に対する
補助金の交付

充当

剰余剰余

又は又は

国土交通大臣の認可国土交通大臣の認可

（13条4項）

納付
（27条5項）

国債整理基金特別会計国債整理基金特別会計

（日本国有鉄道清算事業団承継債務を償還するためのもの）

（27条6項）

国
土
交
通
大
臣
の
承
認

国
土
交
通
大
臣
の
承
認



 
 

一

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

等

の

処

理

に

関

す

る

法

律

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

要

綱

 
第

一

 
日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

等

の

処

理

に

関

す

る

法

律

の

一

部

改

正

 

一

 

特

例

業

務

勘

定

に

お

け

る

残

余

等

の

他

の

業

務

の

財

源

へ

の

充

当

の

た

め

の

繰

入

れ

 

１

 

独

立

行

政

法

人

鉄

道

建

設

・

運

輸

施

設

整

備

支

援

機

構

（

以

下

「

機

構

」

と

い

う

。

）

は

、

特

例

業

務

勘

定

に

お

い

て

残

余

を

生

じ

た

と

き

又

は

積

立

金

が

あ

る

と

き

は

、

従

前

の

特

例

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

当

該

残

余

又

は

積

立

金

の

額

に

相

当

す

る

金

額

の

う

ち

国

土

交

通

大

臣

の

承

認

を

受

け

た

金

額

を

、

次

の

⑴

及

び

⑵

の

業

務

に

必

要

な

経

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

、

そ

れ

ぞ

れ

⑴

及

び

⑵

の

勘

定

に

繰

り

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

 

⑴

 

新

幹

線

鉄

道

の

建

設

を

行

う

業

務

 
建

設

勘

定

 

⑵

 

並

行

在

来

線

に

係

る

鉄

道

事

業

者

に

対

し

、

そ

の

経

営

の

安

定

を

図

る

た

め

に

必

要

な

資

金

に

充

て

る

た

め

の

補

助

金

を

交

付

す

る

業

務

 

助

成

勘

定

 

（

第

二

十

七

条

新

第

四

項

関

係

）

 

２

 

国

土

交

通

大

臣

は

、

１

の

承

認

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

国

土

交

通

省

の

独

立

行

政

法

人

評

価

委



 

二

員

会

の

意

見

を

聴

く

と

と

も

に

、

財

務

大

臣

に

協

議

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

と

す

る

こ

と

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（

第

二

十

七

条

新

第

六

項

及

び

第

二

十

八

条

関

係

）

 

二

 

特

例

業

務

の

追

加

 

１

 

機

構

は

、

従

前

の

特

例

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

国

土

交

通

大

臣

の

認

可

を

受

け

て

、

次

の

⑴

～

⑶

の

業

務

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

 

⑴

 

北

海

道

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

、

四

国

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

九

州

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

に

対

し

、

経

営

安

定

基

金

に

充

て

る

た

め

の

資

金

を

拠

出

す

る

こ

と

。

 

⑵

 

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

対

し

、

そ

の

経

営

の

安

定

を

図

る

た

め

に

必

要

な

資

金

に

充

て

る

た

め

の

補

助

金

を

交

付

す

る

こ

と

。

 

⑶

 

⑴

及

び

⑵

の

業

務

に

附

帯

す

る

業

務

を

行

う

こ

と

。

 

 
 

 
 

 
 

 

（

第

十

三

条

新

第

二

項

及

び

第

四

項

関

係

）

 

２

 

国

土

交

通

大

臣

は

、

１

の

認

可

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

財

務

大

臣

に

協

議

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

と

す

る

こ

と

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

第

二

十

八

条

関

係

）

 



 
 

三

三
 

国

債

整

理

基

金

特

別

会

計

へ

の

納

付

 

１
 

機

構

は

、

特

例

業

務

勘

定

に

お

い

て

残

余

を

生

じ

た

と

き

又

は

積

立

金

が

あ

る

と

き

は

、

従

前

の

特

例

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

当

該

残

余

又

は

積

立

金

の

額

に

相

当

す

る

金

額

の

う

ち

国

土

交

通

大

臣

の

承

認

を

受

け

た

金

額

を

、

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

政

府

が

承

継

し

た

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

を

償

還

す

る

た

め

の

も

の

と

し

て

、

国

債

整

理

基

金

特

別

会

計

に

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

第

二

十

七

条

新

第

五

項

関

係

）

 

２

 

国

土

交

通

大

臣

は

、

１

の

承

認

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

国

土

交

通

省

の

独

立

行

政

法

人

評

価

委

員

会

の

意

見

を

聴

く

と

と

も

に

、

財

務

大

臣

に

協

議

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

と

す

る

こ

と

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（

第

二

十

七

条

新

第

六

項

及

び

第

二

十

八

条

関

係

）

 

四

 

特

に

必

要

が

あ

る

場

合

の

国

土

交

通

大

臣

の

要

求

 

１

 

国

土

交

通

大

臣

は

、

北

海

道

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

、

四

国

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

、

九

州

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

の

経

営

の

安

定

又

は

一

の

１

の

業

務

に

必

要

な

経

費

の

財

源

の

確

保

を

図

る

た

め

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

機

構

に

対

し

、

従

前

の

特

例

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い



 

四

て

、

二

の

１

の

業

務

又

は

一

の

１

に

よ

る

繰

入

れ

に

関

し

必

要

な

措

置

を

と

る

こ

と

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

新

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

関

係

）

 
２

 

機

構

は

、

国

土

交

通

大

臣

か

ら

１

の

求

め

が

あ

っ

た

と

き

は

、

正

当

な

理

由

が

な

い

限

り

、

そ

の

求

め

に

応

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

と

す

る

こ

と

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（

新

第

二

十

八

条

の

二

第

二

項

関

係

）

 

第

二

 

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

関

す

る

法

律

の

一

部

改

正

 

北

海

道

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

、

四

国

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

九

州

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

が

経

営

安

定

基

金

と

し

て

管

理

す

る

対

象

に

、

第

一

の

二

の

１

⑴

に

よ

り

拠

出

さ

れ

た

資

金

の

額

に

相

当

す

る

金

額

を

追

加

す

る

こ

と

。

 

（

第

十

二

条

第

一

項

関

係

）

 

第

三

 

独

立

行

政

法

人

鉄

道

建

設

・

運

輸

施

設

整

備

支

援

機

構

法

の

一

部

改

正

 

機

構

が

当

分

の

間

行

う

業

務

に

、

並

行

在

来

線

に

係

る

鉄

道

事

業

者

に

対

し

、

そ

の

経

営

の

安

定

を

図

る

た

め

に

必

要

な

資

金

に

充

て

る

た

め

、

第

一

の

一

の

１

⑵

に

よ

り

繰

り

入

れ

ら

れ

た

金

額

を

財

源

と

し

て

補

助

金

を

交

付

す

る

業

務

を

追

加

す

る

こ

と

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

附

則

第

十

一

条

第

一

項

新

第

四

号

の

二

関

係

）

 

第

四

 

施

行

期

日

等

 



 
 

五

 
一

 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

。

 

（

改

正

附

則

第

一

条

関

係

）

 

 

二

 
そ

の

他

所

要

の

規

定

を

整

備

す

る

こ

と

。

 



 
 

一

 
 

 

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

等

の

処

理

に

関

す

る

法

律

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

案

）

 
（

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

等

の

処

理

に

関

す

る

法

律

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

等

の

処

理

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

年

法

律

第

百

三

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
 

 
 

第

十

三

条

第

三

項

中

「

前

項

」

を

「

前

二

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項

中

「

前

項

の

」

を

「

第

一

項

の

」

に

、

「

前

項

に

」

を

「

前

二

項

に

」

に

、

「

同

項

第

二

号

」

を

「

第

一

項

第

二

号

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

機

構

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

同

項

に

規

定

す

る

業

務

を

行

う

間

、

機

構

法

第

十

二

条

及

び

前

項

に

規

定

す

る

業

務

の

ほ

か

、

同

項

に

規

定

す

る

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

次

の

業

務

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

六

十

一

年

法

律

第

八

十

八

号

）

第

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

旅

客

会

社

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

旅

客

会

社

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

旅

客

会

社

が

同

法

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

管

理

す

る

経

営

安

定

基

金

に

充

て

る

た

め

の

資

金

を

拠

出

す

る

こ

と

。

 



 

二

二

 

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

対

し

、

そ

の

経

営

の

安

定

を

図

る

た

め

に

必

要

な

資

金

に

充

て

る

た

め

の

補

助

金

を

交

付

す

る

こ

と

。

 
三

 

前

二

号

の

業

務

に

附

帯

す

る

業

務

を

行

う

こ

と

。

 

 
 

第

二

十

一

条

第

一

項

中

「

及

び

第

二

項

」

を

「

か

ら

第

三

項

ま

で

」

に

、

「

並

び

に

」

を

「

及

び

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

七

条

の

見

出

し

を

「

（

特

例

業

務

勘

定

）

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

勘

定

」

の

下

に

「

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

業

務

勘

定

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

機

構

は

、

特

例

業

務

勘

定

に

お

い

て

、

毎

事

業

年

度

、

損

益

計

算

に

お

い

て

利

益

を

生

じ

た

と

き

は

、

前

事

業

年

度

か

ら

繰

り

越

し

た

損

失

を

う

め

、

な

お

残

余

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

残

余

の

額

は

、

積

立

金

と

し

て

整

理

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

繰

入

れ

又

は

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

納

付

金

の

納

付

を

行

う

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 
 

第

二

十

七

条

第

三

項

中

「

第

一

項

に

規

定

す

る

特

別

の

勘

定

」

を

「

特

例

業

務

勘

定

」

に

、

「

通

則

法

第

四

十

四

条

第

一

項

本

文

又

は

第

二

項

」

を

「

第

二

項

本

文

又

は

第

三

項

」

に

、

「

同

条

第

一

項

」

を

「

第

二

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

七

項

と

し

、

同

条

第

二

項

の

次

に

次

の

四

項

を

加

え

る

。

 



 
 

三

３
 

機

構

は

、

特

例

業

務

勘

定

に

お

い

て

、

毎

事

業

年

度

、

損

益

計

算

に

お

い

て

損

失

を

生

じ

た

と

き

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

積

立

金

を

減

額

し

て

整

理

し

、

な

お

不

足

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

不

足

額

は

、

繰

越

欠

損

金

と

し

て

整

理

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

４

 

機

構

は

、

特

例

業

務

勘

定

に

お

い

て

第

二

項

に

規

定

す

る

残

余

を

生

じ

た

と

き

又

は

同

項

の

規

定

に

よ

る

積

立

金

が

あ

る

と

き

は

、

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

当

該

残

余

又

は

積

立

金

の

額

に

相

当

す

る

金

額

の

う

ち

国

土

交

通

大

臣

の

承

認

を

受

け

た

金

額

を

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

業

務

に

必

要

な

経

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

勘

定

に

繰

り

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

機

構

法

第

十

二

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

業

務

（

こ

れ

に

関

す

る

事

業

に

係

る

借

入

れ

に

係

る

債

務

の

償

還

及

び

当

該

債

務

に

係

る

利

子

の

支

払

を

含

む

。

）

 

機

構

法

第

十

七

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

業

務

に

係

る

勘

定

 

二

 

機

構

法

附

則

第

十

一

条

第

一

項

第

四

号

の

二

に

掲

げ

る

業

務

 

機

構

法

第

十

七

条

第

一

項

第

四

号

に

掲

げ

る

業

務

に

係

る

勘

定

 

５

 

機

構

は

、

特

例

業

務

勘

定

に

お

い

て

第

二

項

に

規

定

す

る

残

余

を

生

じ

た

と

き

又

は

同

項

の

規

定

に

よ

る

積

立

金

が

あ



 

四

る

と

き

は

、

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

当

該

残

余

又

は

積

立

金

の

額

に

相

当

す

る

金

額

の

う

ち

国

土

交

通

大

臣

の

承

認

を

受

け

た

金

額

を

、

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

政

府

が

承

継

し

た

債

務

を

償

還

す

る

た

め

の

も

の

と

し

て

、

国

債

整

理

基

金

特

別

会

計

に

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

６

 

国

土

交

通

大

臣

は

、

前

二

項

の

規

定

に

よ

る

承

認

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

国

土

交

通

省

の

独

立

行

政

法

人

評

価

委

員

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 
 

第

二

十

七

条

に

次

の

三

項

を

加

え

る

。

 

８

 

特

例

業

務

勘

定

に

つ

い

て

は

、

通

則

法

第

四

十

四

条

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

 

９

 

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

納

付

金

の

納

付

が

行

わ

れ

る

場

合

に

は

、

特

別

会

計

に

関

す

る

法

律

第

四

十

条

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

当

該

納

付

金

は

、

国

債

整

理

基

金

特

別

会

計

の

歳

入

と

す

る

。

 

10 

前

各

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

納

付

金

の

納

付

の

手

続

そ

の

他

特

例

業

務

勘

定

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

政

令

で

定

め

る

。

 

 
 

第

二

十

八

条

第

一

項

中

「

及

び

第

二

項

」

を

「

か

ら

第

三

項

ま

で

」

に

改

め

、

「

の

業

務

」

と

」

の

下

に

「

、

機

構

法

第

二

十

四

条

中

「

補

助

金

等

に

つ

い

て

」

と

あ

る

の

は

「

補

助

金

等

並

び

に

債

務

等

処

理

法

第

十

三

条

第

二

項

第

二

号

の

規

定



 
 

五

に

よ

り

機

構

が

交

付

す

る

補

助

金

に

つ

い

て

」

と

」

を

加

え

、

「

第

十

三

条

第

三

項

」

を

「

第

十

三

条

第

四

項

」

に

改

め

、

「

第

二

十

一

条

第

一

項

」

と

」

の

下

に

「

、

同

条

第

二

号

中

「

又

は

第

二

項

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

第

二

項

又

は

債

務

等

処

理

法

第

二

十

七

条

第

四

項

若

し

く

は

第

五

項

」

と

」

を

加

え

、

「

第

十

二

条

並

び

に

」

を

「

第

十

二

条

及

び

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

特

に

必

要

が

あ

る

場

合

の

国

土

交

通

大

臣

の

要

求

）

 

第

二

十

八

条

の

二

 

国

土

交

通

大

臣

は

、

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

関

す

る

法

律

第

一

条

第

三

項

に

規

定

す

る

会

社

の

経

営

の

安

定

又

は

第

二

十

七

条

第

四

項

各

号

に

掲

げ

る

業

務

に

必

要

な

経

費

の

財

源

の

確

保

を

図

る

た

め

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

機

構

に

対

し

、

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

業

務

の

確

実

か

つ

円

滑

な

実

施

に

支

障

の

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

業

務

又

は

第

二

十

七

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

繰

入

れ

に

関

し

必

要

な

措

置

を

と

る

こ

と

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

機

構

は

、

国

土

交

通

大

臣

か

ら

前

項

の

規

定

に

よ

る

求

め

が

あ

っ

た

と

き

は

、

正

当

な

理

由

が

な

い

限

り

、

そ

の

求

め

に

応

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

関

す

る

法

律

の

一

部

改

正

）

 



 

六

第

二

条

 

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

六

十

一

年

法

律

第

八

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

二

条

第

一

項

中

「

債

権

の

額

」

の

下

に

「

及

び

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

等

の

処

理

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

年

法

律

第

百

三

十

六

号

）

第

十

三

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

拠

出

さ

れ

た

資

金

の

額

の

合

計

額

」

を

加

え

る

。

 

（

独

立

行

政

法

人

鉄

道

建

設

・

運

輸

施

設

整

備

支

援

機

構

法

の

一

部

改

正

）

 

第

三

条

 

独

立

行

政

法

人

鉄

道

建

設

・

運

輸

施

設

整

備

支

援

機

構

法

（

平

成

十

四

年

法

律

第

百

八

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

附

則

第

十

一

条

第

一

項

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

四

の

二

 

次

に

掲

げ

る

路

線

の

全

部

又

は

一

部

の

区

間

に

お

い

て

当

該

廃

止

に

係

る

鉄

道

事

業

に

よ

る

輸

送

に

代

わ

る

輸

送

を

担

う

も

の

と

し

て

鉄

道

事

業

を

行

う

者

（

鉄

道

事

業

を

開

始

し

よ

う

と

す

る

者

を

含

む

。

）

に

対

し

、

そ

の

経

営

の

安

定

を

図

る

た

め

に

必

要

な

資

金

に

充

て

る

た

め

、

新

債

務

等

処

理

法

第

二

十

七

条

第

四

項

第

二

号

の

規

定

に

よ

り

繰

り

入

れ

ら

れ

た

金

額

を

財

源

と

し

て

、

補

助

金

を

交

付

す

る

こ

と

。

 

イ

 

新

幹

線

鉄

道

の

路

線

の

全

部

又

は

一

部

の

区

間

の

営

業

に

伴

い

全

部

又

は

一

部

が

廃

止

さ

れ

た

鉄

道

事

業

に

係

る



 
 

七

路

線

（

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

六

十

一

年

法

律

第

八

十

八

号

）

第

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

旅

客

会

社

又

は

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

三

年

法

律

第

六

十

一

号

）

附

則

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

新

会

社

（

ロ

に

お

い

て

「

旅

客

会

社

等

」

と

い

う

。

）

が

営

業

を

行

っ

て

い

た

路

線

に

限

る

。

）

 

ロ

 

新

幹

線

鉄

道

の

路

線

の

全

部

又

は

一

部

の

区

間

の

営

業

に

伴

い

全

部

又

は

一

部

が

廃

止

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

鉄

道

事

業

に

係

る

路

線

（

旅

客

会

社

等

が

営

業

を

行

っ

て

い

る

路

線

に

限

る

。

）

 

 
 

附

則

第

十

一

条

第

一

項

第

六

号

中

「

及

び

第

二

項

」

を

「

か

ら

第

三

項

ま

で

」

に

改

め

、

同

条

第

八

項

中

「

の

業

務

及

び

」

を

「

及

び

第

四

号

の

二

の

業

務

並

び

に

」

に

改

め

、

「

附

則

第

十

一

条

第

一

項

第

二

号

の

業

務

」

と

」

の

下

に

「

、

第

二

十

四

条

中

「

補

助

金

等

に

つ

い

て

」

と

あ

る

の

は

「

補

助

金

等

並

び

に

附

則

第

十

一

条

第

一

項

第

四

号

の

二

の

規

定

に

よ

り

機

構

が

交

付

す

る

補

助

金

に

つ

い

て

」

と

」

を

加

え

る

。
 

 
 

 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

第

一

条

 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

十

日

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。

 



 

八

（

積

立

金

に

関

す

る

経

過

措

置

）

 
第

二

条
 

こ

の

法

律

の

施

行

の

際

現

に

存

す

る

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

等

の

処

理

に

関

す

る

法

律

第

二

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

別

の

勘

定

に

お

け

る

積

立

金

は

、

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

同

法

第

二

十

七

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

積

立

金

と

み

な

す

。

 

（

罰

則

に

関

す

る

経

過

措

置

）

 

第

三

条

 

こ

の

法

律

の

施

行

前

に

し

た

行

為

に

対

す

る

罰

則

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

（

経

過

措

置

の

政

令

へ

の

委

任

）

 

第

四

条

 

こ

の

附

則

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

法

律

の

施

行

に

関

し

必

要

な

経

過

措

置

は

、

政

令

で

定

め

る

。

 

 



 
 

九

 
 

 
 

 

理

 

由

 

 

独

立

行

政

法

人

鉄

道

建

設

・

運

輸

施

設

整

備

支

援

機

構

に

つ

い

て

、

特

例

業

務

勘

定

に

お

け

る

剰

余

金

を

、

新

幹

線

鉄

道

の

建

設

並

び

に

い

わ

ゆ

る

並

行

在

来

線

を

経

営

す

る

鉄

道

事

業

者

並

び

に

北

海

道

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

、

四

国

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

、

九

州

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

及

び

日

本

貨

物

鉄

道

株

式

会

社

に

対

す

る

経

営

の

安

定

の

た

め

の

支

援

に

要

す

る

費

用

の

財

源

に

充

て

、

並

び

に

政

府

が

承

継

し

た

日

本

国

有

鉄

道

清

算

事

業

団

の

債

務

を

償

還

す

る

た

め

の

も

の

と

し

て

国

債

整

理

基

金

特

別

会

計

に

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

こ

れ

ら

の

支

援

に

必

要

な

業

務

を

追

加

す

る

と

と

も

に

、

特

例

業

務

勘

定

の

剰

余

金

を

他

の

勘

定

に

繰

り

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。

 


